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平成２５年度第２回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２５年５月２０日（月） 午後２時 

召 集 場 所 清須市役所本庁舎３階 大会議室 

開 会 平成２５年５月２０日（月） 午後２時 

出 席 委 員 １９名 

１．渡辺秋郷   ２．大橋 浩    ３．石田紀與   ４．早川勝義 

５．浅井尊弘   ６．安田武雄    ７．瀬尾久善   ８．浅野佳伸 

９．成瀬恒雄  １０. 三宅正恭     １１．日下部錠一 １２．石黒鈜俊   

１３．川崎良一   １４. 小﨑 進      １５．小崎崇德  １６．星野國雄    

１７．加藤頌茲   １８．星野 満     １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 ０名 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・山田悠二・安藤敏秀・澤田政輝 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第２回清須市農業委員会を開催させていただきま

す。 初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  こんにちは。 

昨日はありがたいことに恵みの雨となりまして、また、これから稲作を中

心に農繁期となってきます。委員の皆さまにおかれても、体調管理に十分注

意していただきたいと思います。 

では、改めましてただいまから、平成２５年度第２回清須市農業委員会を

開催いたします。 

会   長  本日の出席議員は１９名で、定足数に達していることをご報告いたします。 

       次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます、３番 石田 紀與 

委員と１３番 川崎 良一 委員にお願いしたいと思います。ご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会 長  ありがとうございます。それでは、本日の議事日程（２）農地転用等につ

いて進みます。 

 

会   長  【議案第５号】 

・農用地利用計画変更の申出について・・・・・・２件 

【議案第６号】 

・農地法第３条による許可申請について・・・・・１件 

【議案第７号】  
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・相続税の納税猶予に関する適格者証明について・・・・・１件 

 

以上、３議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第５号】農用地利用計画変更申出調書についてを議題としま

す。事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  はい、会長。 

【議案第５号】農用地利用計画変更申出について説明します。 

 

この案件は、清須市長あてに、農用地の利用計画変更の申出が提出されま

したので、農業委員会の意見を求めるものです。通称「農用地の除外」とい

われるもので、農用地区域を農用地でないものにする手続きです。 

この農用地の除外には、５つの要件というものがありまして、他の土地で

代えることが困難なこと、農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこ

と、農用地の利用集積に支障がないこと、土地改良施設の機能に支障がない

こと、土地改良事業の完了後８年を経過していないこと、などがあげられま

す。 

 

番号１については、先月の農業委員会で「清須市の農業の振興に関する計

画」、通称２７号計画を審議いただいた案件です。 

場所については、春日●●●●●●番、登記現況とも畑、面積３２９㎡で

父の所有する土地に分家住宅を建築したいとしての申請です。位置について

は、五条川右岸、清須市と稲沢市の境界付近で市街化区域から１筆はさんで

５０ｍの範囲内にあります。 

申請人の父●●さんについては、他に市街化区域の土地を５筆所有してお

りますが、すべて駐車場として貸しており、他の５筆はすべて農用地です。

こうしたことから、ライフラインの整備の面から市街化に隣接すること、面

積においても分筆する必要がない等を考慮して当該土地を選択したもので

す。申請人の●●さんは、他に土地を所有しておりません。 

 

続いて、番号２をお願いします。 

場所については、春日●●●●●●番、登記現況とも畑、面積２９３㎡で

父から相続した土地に自己用住宅を建築したいとしての申請です。位置は、

一宮市の境界から、２００ｍほど南、北名古屋市の境界から西に１００ｍ、

●●●●工業から５０ｍほど北に来たところにあります。そのため、農用地

区域とは言うものの、近隣では宅地化が進み、辺縁部となります。申請人の

●●さんは、現在豊田市のアパートに親子３人でお住まいで、６月には、２

番目のお子さんが生まれます。ご主人さんは、国家公務員で東海ブロック内

で転勤があるものの、今後、落ち着いた環境で子供の保育等を考えて実家に

近く、また、夫の通勤等を考慮して名古屋高速に近い当該土地を選択されま

した。また、●●さんは他に土地を所有しておりません。 

以上です。 

 

会   長   事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。この案



 3

件の地元は、小崎崇徳委員と小崎進委員ですが・・・ 

 

小崎(崇)委員   春日●●●●●番につきましては、現状は、畑のままでありますが、建設

予定開始時期が１２月からであり、付近にも市街化区域５０ｍの範囲内にも

うすでに家が建っているところもありますので何ら問題ありません。 

 

小崎(進)委員   春日●●●●●●番につきましては、地図で位置を確認しましたがこの場

所は●●●の土地では真ん中あたりになるのではないか。 

 

事 務 局  全体的には真ん中にくるのですが、ところどころに家が点在しております。

連たん性をみますとど真ん中の位置づけはできないと考えられます。 

 

小崎(進)委員   畑の真ん中にあるのですが、排水関係はしっかり管理してもらえるのでし

ょうか、また、実際に転居して住まわれるのでしょうか。 

 

事 務 局  まず、県の開発許可、土木課の排水関係については並行して進んでおりま

す。現況は、たしかに周りの排水の側溝は土が埋まっている状況ではありま

すが、それが改善しなければ開発の許可は認められない状況であります。で

すが、今回私どもがご議論していただくのは農地を農地で無いものすること

への可否でございますのでよろしくお願いします。 

 

小崎(進)委員  農振除外の判断は皆さんの判断によるものであるが、やがて先になると、

側溝が詰まったりして問題にならないか先を心配しているわけで、今回の委

員会で心配する必要はないとおっしゃるのであればそれまでですが、また、

連たん性といわれましたが、連たんする一部は、分家住宅で転用されてその

後転売された家屋が入っています。 

 

事 務 局  この案件については、排水問題について懸念があると意見を付して県に進

達するということでいかがでしょうか。また、申請者につきましては、春日

●●●の出身であります。●●●さんは転勤族であるため、今後子供の保育

等を考えて腰を据えて家を持ちたいということです。●さんと●●●は実家

に近くため両親からも面倒を見てもらいやすく、ご主人は転勤で普段は単身

赴任をされるが、高速道路のインターに至近のため週末になれば自家用車で

帰ることができるということを聞いております。 

また、過去の事例では、分家住宅で建てられた後に、ローンの支払いがで

きなくなった、競売になった等により住むことができなくなり転売された事

例はございましたが、何れも土地がその人の所有になってその後の話です、

今回はまちがいなく住まれるだろうなということを考えております。 

 

会   長  他に何かご意見等ありませんか。 

 

会   長  なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

       （「異議なし」の声あり） 
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会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第６号】農地法第３条による許可申請を議題といたしま

す。事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局    はい、会長。 

【議案第６号】農地法第３条について説明します。 

 

番号２番 土田●●●●番 登記田 現況畑 面積 ８９２㎡、土田●●

●●番● 登記現況とも田 面積 ４８７㎡、土田●●●●●番 登記現況

とも田 面積１４８㎡、土田●●●●●番● 登記 現況とも田 面積６㎡、

土田●●●●●●番 登記田 現況畑 面積９９１㎡、合計５筆、２，５２

４㎡を親である●●●●さんから息子である●●●●さんへ所有権移転し

たいとしての申請です。●●●●さんは、親元で就農しておられ、●●●●

さんは、将来を見据え、子に農業経営を移譲し、経営者としての自覚を促す

とともに、自分の持つ農業技術を伝えたいとして、所有権を移転するとする

申請です。所有権移転後は、親が子の手伝いをする形になる予定です。 

以上です。 

 

会 長  はい、ありがとうございます。 

事務局の説明が終わりました。この案件について、ご質問、ご意見等があ

ればお伺いいたします。この案件の地元は、石黒委員ですが・・・。 

 

石 黒 委 員   みなさんにご審議いただきたいのですが、土田●●●●番は、登記田で現

況畑ですが、ハウスを建てられて水耕栽培をされております。土田●●●●

番●は、登記田ですが現況は畑となっておりまして埋立てされており、敷地

内には雑木が山積みにされているため、人に貸借されていると思われます。

土田●●●●●番は、登記現況とも田ですが、これは苗代田であり、水耕栽

培の残飯を捨てられおり草刈りはされていません。土田●●●●●番●は、

登記現況とも田で面積６㎡ですけれども、放棄地となっております。土田●

●●●●●番は、登記田で現況畑ですが、ハウスが建てられ水耕栽培がされ

ております。現状で、耕作放棄地と人に貸されている雑木がある件について、

事務局ではどう考えているのか、このまま審議を進めさせてもよいのか、考

える手がございますので皆さんのご意見を伺います。 

 

会   長  ありがとうございました。事務局より何か説明がありましたら 

 

事 務 局  基本的に農地法３条の贈与ということですので、農地を農地として息子さ

んが継がれる形で、そのまま耕作が続けられる状況になっているのが、条件

だとおもいます。皆さん方にも、このような状態の中で、この３条許可につ

いて市の農業委員会で出しても良いのかをご意見を伺いしたいのですが、よ

ろしくお願いします。 

 

会   長   他に何かご意見等ありませんか。 
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川 崎 委 員  登記簿田、現況畑でハウスが建っているところについて、宮田用水賦課金

台帳において、通常用水費を支払いが必要となるけれども、このまま登記簿

田のまま無償移転が可能なのでしょうか。 

 

事 務 局  いつ頃から、現況畑になっているでしょうか。基本的に農地改良届が出さ

れますと、決裁賦課金を支払った上で畑となる形なのですけれど・・・   

 

加 藤 委 員  今の議論についてですが、まず無断で畑に転用したことですけれども、ま

ずは事務局で用水費が賦課されているかの確認をしていただく、それから雑

木がおいてある土地については農地として課税されているのか否かを確認

していただき明らかにする。我々はこの場では３条で申請があったので３条

で判断することには問題ないのですが、３条で違反されている行為がなされ

ているとすれば、大きな問題だと思いますので事務局はご確認をいただきた

い。 

 

石 黒 委 員  結局のところは、雑木が山積みになっている土地については、植木屋さん

に委託されたのではないのでしょうかと思います。自分では放置はされてな

いのかも知れません。 

 

事 務 局  申し訳ありません。一度現況を確認いたしまして指導を行うなかで、再度

この件については再度申請されるのか又は取り下げられるのかということに

いたしますので、今回は結論を出さず保留にさせていただきたいと思います

が、会長いかがでしょうか。   

 

会   長    はい、わかりました。今回はこの案件については採決を見送りまして、来

月以降に事務局から説明があると思いますので、継続審議とさせていただき

ます。 

 

会   長  続きまして【議案第７号】「相続税の納税猶予に関する適格者証明」につ

いてを議題とします。事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 

議案第７号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてです。 

租税特別措置法第７０条の６第１項の規定による相続税の納税猶予に対す

る適格者に該当する証明の申請が出されました。資料をご覧ください。 

 

土田●●●に在住の被相続人死亡により平成２４年８月１７日に相続が発

生しました。相続人は二男さんで、納税猶予の適用を受けようとする農地の

所在は、土田●●●●番● 地目が田 面積９２０㎡、土田●●●●●番● 

地目が畑 面積５８１㎡、同じく●●●●●番● 地目が山林 面積６３㎡、

同じく●●●●●番● 地目が畑 面積２４９㎡、同じく●●●●●番● 

地目が畑 面積１１５㎡の５筆です。 

納税猶予の適用条件であります、租税特別措置法第７０条の６第１項並び

に租税特別措置法施行令第４０条の７第１項第２項の規定を被相続人、相続

人とも満たし農業経営が行われている状況です。以上です。  
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会 長  はい、ありがとうございます。 

以上の件について、何か質問等ありませんか。 

 

加 藤 委 員  １筆地目が山林となっているところがあるが、農業委員会としては農地も

しくは草放牧地を対象としているので、山林はこれらに含まれていないとお

もわれるけれども・・・ 

 

石 黒 委 員   登記簿は山林のままであるけれども、現況は畑ができるように整地がされ

ております。 

この案件ですが、相続人の●●●●さんは、職業が造園土木業であり、農地

は主に●●さんの●さんとその●●さんが耕作されているようです。 

 

事 務 局   国からの指導でございますけれども、登記上の地目が山林であれ原野になっ

ていたとしても、現況が農地ということであれば、農地上の規制を受けるとい

う解釈でございます。今回の申請については、現況地目が畑でありますので、

登記上が山林とはいうものの、農地上の規制をうけての提案とさせていたしま

した。土田●●●●●番●につきましては、畑として審議をお願いします。 

 

日下部委員  事務局にお願いがあるのですが、登記上の地目だけでなく、現況地目につい

ても記載をしてほしい。さすがに、登記地目だけでは審議は困難である。 

 

事 務 局  今後、現況地目についても記載させていただきます。 

 

会   長  質問等がなければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとし

でよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

石 黒 委 員  すみません、以前に納税猶予適格者証明があった際に、申請の事前に印を

押していたはずですけれども、農業委員の印は要らないのでしょうか。   

 

事 務 局  納税猶予適格者証明を申請されるときに、農業委員の印をもらう欄があり

ますが、業者等が農業委員のお宅を訪問し、当市ではありませんが家族に押

印を迫られたことがありましたので、現在ではもらっていません。また、税

務署に添付する適格者証明については、農業委員会の会長名で申請者に出さ

れますのでよろしくお願いします。 

 

会   長  続いて、【報告第５号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入り

ます。順に読み上げますから、地区の担当委員さん、何かありましたらお願

いします。 

番号４番、阿原●●●●●－●、登記田 現況雑種地、面積１７０㎡ 転

用目的は一般個人住宅で始末書ありです。 
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石 田 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号５番、新清洲●●●●－●、●－●，●－●、●－●●、いずれも登

記 現況とも畑、合計面積９２７㎡ 転用目的は共同住宅です。 

 

川 崎 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続きまして、【報告第６号】農地法第５条による届申請について説明しま

す。 

読み上げますから、地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

 

番号４番 桃栄●●●●●●、登記畑 現況雑種地、面積２３３㎡、所有

権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

安 田 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号５番 阿原●●●●●－●、登記畑 現況宅地、面積５０㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

早 川 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号６番 廻間●●●●－●、●－●、●－●●、●－●●、登記 現況

とも畑、また、一場●●●●●●－● 登記田 現況宅地 すべての合計面

積９９９㎡、所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号７番 廻間●●●●●－●、登記田 現況畑、面積１７８㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号８番 土田●●●●●－●、●●－●、登記 現況とも畑、合計面積

２８６㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９番 土田●●●●－●、●－●、登記 現況とも畑、合計面積１７

２㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１０番 土田●●●●●－●、登記 現況とも畑、面積３１３㎡、所

有権移転による一般個人住宅への転用です。 
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石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１１番 西枇杷島町●●●●●●●－●●、登記田 現況宅地、面積

１６１㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１２番 西枇杷島町●●●●●●●－●●、登記田 現況宅地、面積

１６３㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  これも、問題ありません。 

 

会 長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第７号】農地改良届出書に入ります。 

番号２番 桃栄●●●●●、地目 田から畑 面積は２８１㎡です。 

 

安 田 委 員  隣接地の田の方に用排水管を入れれば、問題ありません。 

 

会   長  番号３番 清洲●●●●●●●●－●及び●●●●－● 共に地目 田

から畑 面積は１０２㎡と７６㎡です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会 長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第８号】生産緑地の斡旋についてに入ります。事務局に説

明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 

前回、報告第４号で報告させていただきました「生産緑地の買取希望につ

いて」ですが、 

旧清洲町廻間地区の件ですが、耕作する希望のある方がお見えでしたでし

ょうか？ 

 

では、無いようですので都市計画課へ報告しますのでよろしくお願いしま

す。以上です。 

 

会   長  これで本日予定されておりました議案は終了いたしました。この際何か質

問等ありませんか。 

無いようですので、（３）その他についてに移ります。事務局より何かあ

りますか。 

 

事 務 局  はい、会長。その他としまして事務局から連絡申し上げます。 

先日、中部電力㈱から、送電線張替新設に伴う事業計画の届出がありまし

た。 

内容としましては、枇杷島変電所から名古屋市内の牛島町変電所を結ぶ送

電線の張替新設工事を行うための一時転用となります。期間は今年６月から
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来年６月までで、場所は西枇杷島町●●●●●●●●●、同じく●●●●●

●●●●、同じく●●●●●●●●●●、同じく●●●●●●●●●の一部

となっております。なお、この転用については、農地法施行規則第５３条第

１項第１４号の規定により、電気通信事業者の行う有線電気通信のための施

設を設置するための工事に該当するため、許可及び届出は不要となっており

ますので、ご承知おきください。 

       続きまして、農業用水の通水につきまして、山西用水をはじめとして各地

で苗田通水が開始されている状況でございます。今年につきましては、萱津

立切が撤去されておりますので、前年よりも下流の地域について水が入りに

くくなる恐れがありますので、できる限り用水は有効に活用していただきま

すようご協力よろしくお願いします。今後の日程ですが、下之郷立切につき

ましては、６月１０日（月）午前９時に閉鎖されます。また、樋門管理人会

議が５月２４日（金）に行われますので、農業委員さんで兼任されている方

もみえるとはおもいますが出席をお願いします。 

  以上です。 

 

会 長  はい、どうもご苦労様でした。 

他に、何かご意見等はありますか。 

なければ、次回の開催について確認します。 

平成２５年６月２０日、木曜日、午後２時から、場所は清須市役所本庁舎 

３階大会議室にて開催予定ですのでよろしくお願いします。 

以上で、平成２５年度第２回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様で

した。 

 

 

―終了時刻午後３時００分― 

 

 

         会   長                 

 

          ３番委員                 

 

         １３番委員                 

 


